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開発行為に伴う関連公共施設整備基準 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この基準は、「関市開発指導要綱」第４条第２項の規定に基づき、開発行為に伴

う関連公共施設整備基準（以下「整備基準」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（準用規定） 

第２条 整備基準に関する技術的な基本事項は、都市計画法に基づく「岐阜県宅地開発

指導要領・岐阜県土地開発事業の調整に関する規則の基準」を準用し、生活環境の保

全については、関係法令に定めるもののほか市長と事業者が協議して定めるものとす

る。 

 

（公害の防止） 

第３条 事業者は、開発地区の選定並びに土地利用計画及び環境整備については、住民

の健康を守るため公害の発生を未然に防止し得るよう措置するものとする。 

 

（防災措置） 

第４条 土地の区画形質の変更は、現状の地形に添った計画とし、森林の伐採等必要最

小限とすること。 

２ 開発事業により、開発区域周辺地域に予想される災害について事前に調査し防災措

置を先行し、災害が発生しないよう計画するものとする。 

 

（環境保全対策） 

第５条 建物その他の構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周辺の自然環境に調和す

るものであること。 

２ 開発区域内は、植栽及び植樹により潤いのあるものとすること。 

３ 開発事業による自然環境への影響を極力なくすために、保全及び創出に努力するこ

と。 
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（地域産業との調和） 

第６条 地域社会及び農林漁業その他の地域産業との調和が保たれるものであると。 

 

 （文化財） 

第７条 開発区域及びその周辺に文化財があるとき又は遺跡等の埋蔵文化財包蔵地を開

発しようとするときは、事前に教育委員会及び関係機関と協議するものとする。 

２ 工事中に開発区域内より埋蔵文化財を発見した場合は、速やかに工事を中止し、教

育委員会及び関係機関の指示に従うものとする。 

３ 第１項及び第２項において発掘、調査、保存等にかかる費用は事業者の協力を得て

行うものとする。 

 

（その他） 

第８条 開発事業の施行に伴い必要となる公共施設及び公益的施設の整備について、市

の財政に影響を及ぼさないよう事業者の経費負担において適切な配慮がなされている

こと。 

 

第２章 公共施設 

（道路） 

第１条 接続道路は、開発区域の面積が 3,000 ㎡未満の開発事業において、下記の条件

を満たすものは接続する区域外道路の幅員は４ｍ以上とすること。ただし、区域外道

路の幅員が４ｍに満たない場合は、条件を満たすところまで、原則として事業者にお

いて拡幅すること。 

（１）  開発区域へ大型車両等の進入が認められないこと。 

（２）  中高層建築物（高さが地上１５ｍ以上のもの又は地上階数４以上）の建設で 

ないこと。 

（３） 戸建住宅及び集合住宅で、計画戸数が１０戸以上でないこと。 

２ 第１項の条件以外のときは、接続する区域外道路の幅員は６ｍ以上とすること。た

だし、区域外道路の幅員が６ｍに満たない場合は、条件を満たすところまで、原則と

して事業者において拡幅すること。拡幅した部分は、道路敷地として所有権を市に移

管するものとする。 
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３ 新たに設置される道路は、原則として袋路状としないこと。 

４ 原則として両側に側溝を設けること。側溝は、ＰＵ－３型側溝又は可変勾配側溝等

とし、断面については流量検討した上で決定し、最小内法幅は３０㎝以上とすること。 

（１） 側溝蓋は、本体同様車道用を使用し、１０ｍに付き１枚はグレーチング蓋を

設けること。 

（２） 横断側溝は、原則として開渠とし、現場打ち又は二次製品の車道用構造（Ｔ

－２５）で、蓋はグレーチング蓋を設けボルト固定にて防音及び跳ね上げ防止の

措置を行うこと。 

（３） 店舗、共同住宅等の主要な出入口及び分譲宅地の位置指定道路等の市道交差

点部の側溝は原則として横断側溝にすること。 

５ 路面の構造は、原則アスファルト舗装とし、路床の状況から舗装構成を決定するも

のとする。 

６ 道路の交差部の隅切りは、次表に定めるところによるものとする。 

道路交差隅切り基準表（ｍ） 

道路幅員 １６～２２ｍ １２～１６ｍ ９ｍ ６ｍ 

 
交叉角 120 90 60 120 90  60 120 90 60 120 90 60 

１６～２２ｍ ９ 12 ５ ７ 10 12 ２ ３ ４ ２ ３ ４ 

１２～１６ｍ ７ 10 12 ７ 10 12 ２ ３ ４ ２ ３ ４ 

９ｍ ２ ３ ４ ２ ３ ４ ４ ５ ６ ２ ３ ４ 

６ｍ ２ ３ ４ ２ ３ ４ ２ ３ ４ ２ ３ ４ 

７ 崖面又は水路等に面する道路は、防護柵等により安全を期するものとする。 

８ 開発区域の面積が 3,000 ㎡未満の開発事業においては、必要に応じ道路の位置指定

を受けるものとする。 

９ 占用許可の必要な施設(電柱、上下水道、ケーブル)については、市と協議するもの

とする。 
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（公園、緑地） 

第２条 事業者が整備する公園、緑地等の面積の合計は、開発区域面積の３％以上とす

る。 

 

（排水） 

第３条 排水設備に関するものは、次に掲げるものとする。 

１ 排水計画は、水系別に検討するものとする。 

２ 排水施設の計画（処理汚水の放流を含む。）については、関係水利権者及び河川、水

利管理者の同意を得て市長と協議するものとする。 

３ 開発区域内から生ずる排水の放流については、当該施設の流下能力の検討を実施し

必要に応じ当該施設の改修及び調整池を設置し下流域への影響がないよう対処する

ものとする。 

４ 調整池等の検討は、岐阜県宅地開発指導要領の算定方式を用いて行うものとする。

ただし、3,000 ㎡未満の開発事業において市長が認めた場合には、以下（７）に定め

る算定方式を用いて行うことができるものとする。 

５ 排水施設に対する降雨強度（単位㎜／hr） 

（１）区域内排水施設計画  降雨確率年（１０年）  １４２㎜／hr 

（２）洪水調節容量計画     〃  （３０年） １８３㎜／hr 

（３）余水吐能力計画      〃 （１００年） ２３１㎜／hr 

６ 流出係数 

田・畑  優良な林地  林 地  草 地  雑種地  宅地（開発地） 

0.6          0.7        0.8      0.9      0.95      1.0 

７ 調整池容量 

Ｑ＝１／３６０・（ｆ１－ｆ２）・ｒ・Ａ・ｔ 

Ｑ：調整池容量（㎥） ｆ１：開発後の流出係数 ｆ２：開発前の流出係数 

ｒ：降雨強度（㎜／hr） Ａ：開発面積（ha）    ｔ：貯留時間（３０分） 

ｆ１：１.０             ｒ：１８３㎜／hr    ｔ：1,800sec 

※Ｑ：調整池容量（㎥）   田・畑の場合 ３６６・Ａ 

林地の場合  ２７５・Ａ 

８ 調整孔の算出 
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Ａ＝Ｑ／Ｃ√(２・ｇ・ｈ)  

Ａ: 調整孔の断面積（㎡） Ｃ：０.７ 

Ｑ：許容放流量(㎥/sec) 

Ｑ＝１／３６０・ｆ２・ｒ・Ａ 

ｈ：調整孔断面中心からの水深 

 

９ 余水吐の算出 

 Ｑ1＝２／３・Ｃ・ｂ√（２ｇ）・Ｈ(3/2)    

ｂ：せき長(ｍ) 

Ｑ1：１００年確率許容放流量(㎥/sec) 

Ｃ:０.７  ｇ：９.８  Ｈ:越流水深(ｍ) 

 

（駐車場） 

第４条 開発区域内において集合住宅の建設を計画する場合は、当該住宅の居住者に必

要な規模の駐車場を設けるものとし、単身者を想定した間取りの部屋は１戸につき１

台、ファミリーを想定した間取りの部屋は１戸に２台を基本とする。 

 

（上水道） 

第５条 事業者がその開発区域内に市の上水道施設から給水を受ける旨の申し出をし、

許可された場合は、市の定める条例、規則及び基準により、自費にて給水管及びそれ

に必要な施設を設置し、検査後、市へ帰属するものとする。ただし、市の施設から直

接給水できない地区に対する給水は、市の水道課と協議するものとする。 

 

（消防施設等） 

第６条 消防水利設置基準 

（1）消火栓・防火水槽 

消火栓 配水管口径 75 ㎜以上、消火栓口径 65㎜ 

防火水槽 常時貯水量 40 ㎥以上 
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（２） 消防水利から防火対象物までの距離 

用途地域、防火地域、準防火地域 防火対象物から 100ｍ以内に 1ヶ所 

その他地域 防火対象物から 120ｍ以内に 1ヶ所 

 この基準に定めのない事項は消防水利の基準(昭和 39年消防庁告示第 7号)に定める

ところによる。また、設置位置及び水利標識は管轄消防署長と協議するものとする。 

２ 開発区域内に、最高の高さが地上１２m 以上又は地上階数４以上の建築物を建築す

る場合は、はしご付き消防自動車が進入するための消防車進入路を設けるものとする。

位置構造については管轄消防署長と協議するものとする。 

３ 開発区域内に、最高の高さが地上１２m 以上又は地上階数４以上の建築物を建築す

る場合は、消防活動用空地を設けるものとする。位置構造については管轄消防署長と

協議するものとする。 

 

（集会施設） 

第７条 集会施設は、開発区域住民の集いの場として設置するものとし、概ね計画戸数

１００戸ごとに１ヶ所を原則とし、次の基準による。 

 施設面積 敷地面積 

１００戸未満 １３０㎡ ２４０㎡ 

１００戸以上１５０戸未満 １６０㎡ ３００㎡ 

１５０戸以上２００戸未満 ２４０㎡ ４５０㎡ 

 

２ 前項の施設には、電灯、水道、ガス、便所、物置、簡易な炊事施設を備えるものと

する。 

 

（廃棄物集積施設） 

第８条 事業者は、家庭のゴミ等の廃棄物の持ち出し保管及び収集に必要な集積施設を

適正に設置するものとする。この場合住宅にあっては、おおむね５０戸当たり１ヶ所

（８㎡）、を標準とする。 

 

（汚水処理基準） 

第９条 公共下水道区域内については、原則、公共下水道を利用するものとする。農業
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集落排水地域については、原則、生活系汚水のみ農業集落排水を利用するものとする。

ただし、公共下水道又は農業集落排水施設の利用が不可能と市長が認めた場合は、岐

阜県条例に基づいて合併処理浄化槽によるものとする。 

２ 合併浄化槽処理水の放流は、上水道、農業用水及び地下水等を汚染するおそれのな

いようにしなければならない。 

３ 事業者は、その設置する合併浄化槽が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２１条

の規定に該当するものであるときは、維持管理契約を締結する等の処置によって厳正

に維持管理が行われるようにしなければならない。 

第３章 雑則 

（公共施設及び公益施設の引き継ぎ） 

第１条 事業者が設置した公共施設の引き継ぎについては、施工者と各施設の管理者と

なるべき者の問でそのつど協議して定めるものとする。ただし、引き継ぎに要する登

録税、手数料その他引き継ぎに必要な経費は、事業者が負担するものとする。また、

事業者が管理する施設（調整池、私道等）については、開発事業完了後においても適

正に管理するものとする。 

（適用の特例） 

第２条 この基準を適用することが、開発区域の立地条件等の立場から著しく不適当と

認められる場合は、市長はこの基準の全部又は一部を適用しないで特別の措置を講ず

ることができる。 

 

（改善命令または中止命令) 

第３条 市長は、事業者がなす開発行為にかかる工事の施工中において開発区域周辺の

住民または現況に重大な影響を及ぼすと認められるとき、または、災害のおそれのあ

る場合は、当該工事の中止または改善命令をすることができる。 

 

附 則 

この基準は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

    令和 ３年 ３月 ９日 改定 


